
 

 

（４）要綱改正について 

 

 改正箇所 

 

（１）制度改正に伴う変更 

    ① 分野指定寄附の廃止に伴う変更 

      ・「第 2条（寄附の種類）」の削除とこれに伴う別表第 1の削除 

      ・別表第 1の削除に伴う「第 3条（冠寄附の設定）」の条文追加 

      ・別表第 2の名称変更 

    ② 助成限度額の見直しに伴う変更 

      ・別表第 2の変更 

    ③ 助成対象経費の費目修正に伴う変更 

      ・別表第 3の変更 

 

 （２）その他 

    ① 前項の制度改正に伴う変更による条の繰上げ等 

    ② 様式等の変更及び軽微な修正 
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